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1.社労士事務所で一つDirectHRへのログインに利用するメールアドレス
をご準備ください。

※注意）こちらのメールアドレス（＝ログインIDは）ご利用頂く顧問先
企業へのアクセス可能となるログインＩＤです。
社労士事務所に一つ必ずご準備をお願い致します。

2.上記で決定したメールアドレスを弊社営業担当へご連絡ください。
その後、エムケイシステムにてログインIDの発行を実施し、社労士事務
所様へご連絡を致します。

ここまでの作業で、社労士事務所様がDirectHRへログインする為の準
備が完了となります。

以降、顧問先の新規作成の方法を記載致します。

 全体の流れ Ｐ２～３
 社労士アカウントの初期設定 Ｐ４～５
 顧問先の新規作成 Ｐ６～７

※2023/1/20ページ更新
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全体の流れ

DirectHRの利用を開始するには以下に示す①～⑧の流れを行います。

【エムケイシステム】

【DirectHR】

【社労士事務所】 【顧問先企業】

①DirectHR利用の契約締結

③連絡を受けた
メールアドレスで
DirecctHRのログ
インIDを発行し社
労士事務所様へご
連絡

②DirectHRで利用するメー
ルアドレスを決めて、エム
ケイシステムへ連絡

④社労士アカウントと仮パス
ワードでDirectHRへログイン
する。初回ログイン時に仮パス
ワードの変更と社労士情報の登
録を行う。

⑤[顧問先を新規で作成するに
はこちら]をクリックして、新
規登録画面へ遷移

⑥
[顧問先の情報]
[顧問先管理者の情報]
[顧問先へ付与するライセンス
の情報]
を入力して登録する。
※同時に顧問先へアカウント情
報をメール送信する事も可能

⑦企業アカウントと仮パスワー
ドでDirectHRへログインする。
初回ログイン時に仮パスワード
の変更と企業情報の登録を行う。

⑧DirectHRを利用開始

※2023/1/20ページ更新
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STEP2

❶ID発行されたメールアドレス
❷仮パスワード

上記❶❷を入力し[ログイン]ボタ
ンを押してください。

社労士

STEP1 DirectHRにアクセスしよう

https://login.directhr.app/

❶

❷

❸仮パスワード(現在のパスワー
ド)を入力
❹新しいパスワードを入力
❺確認用に再度❹と同じパスワー
ドを入力

※初回ログイン時に仮パスワード
を新しいパスワードへ変更してく
ださい。
※変更した新しいパスワードは次
回ログインから必要になりますの
で忘れないようにご注意ください。

❷

❸

❹

❺

初回ログイン手順～パスワード変更

DirectHRにアクセスしよう

※2023/1/20ページ更新

https://subscription.directhr.app/
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❻社会保険労務士事務所の情報を
登録します。(初回のみ)

社労士

STEP3 初回ログイン手順～社労士事務所の情報登録

❼登録が完了するとDirectHRの社
労士ログイン後の画面が表示され
ます。

※ここまでで社労士アカウントの
初回ログイン作業は完了になりま
す。

引続き顧問先の新規作成へ進みま
す。

※2023/1/20ページ更新

❻

❼
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◆社労士事務所からDirectHRの利用をさせる顧問先を作成します。

社労士

STEP4 顧問先の新規作成

❶[顧問先を新規で作成するにはこ
ちら]をクリックします。

※2023/1/20ページ更新
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◆利用する顧問先の情報を入力し、[作成する]ボタンを押します。

社労士

STEP5 顧問先の情報入力

❷顧問先の情報を入力します。
顧問先の情報は大きく３種類あり
ます。
[顧問先の情報]
・サブドメイン
→DirectHRログイン後のURLにな
ります。
・都道府県
・事業所コード
・事業所名
・従業員コード形式
・従業員コード表記方法
・従業員コード最大桁数

※従業員コード形式や表記方法、
最大桁数は社労夢V5.0の設定と同
じものを指定してください。

[顧問先管理者の情報]
・メールアドレス(＝ログインID)
・パスワード(及び確認用)
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・従業員番号

[利用機能]
・ライセンス数
・利用機能(利用する・しない)

※トライアル利用を行う場合は
[トライアル(15日間無料利用)]に
チェックを付けてください。

※[作成と同時に顧問先のメールア
ドレスにID/Passwordの情報を送
信する。]にチェックを付けた場合
登録と同時に顧問先アカウントへ
DirectHRのログイン情報が記載さ
れたメールが送信されます。

以上で顧問先の作成は完了です。
※2023/1/20ページ更新
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STEP1

❶社労士権限でログイン
（ID発行されたメールアドレス）

企業毎にライセンス割り当てを行う

社労士側・企業利用ライセンス設定

❷設定したい企業を選択

❸選択した企業画面にログイン

社労士

❶

❷、❸

※2023/1/20ページ更新
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STEP2

❹画面右上
▼共通設定を押しましょう

企業毎にライセンス割り当てを行う

社労士側・企業利用ライセンス設定

❺画面左上
個人設定を押しライセンス割り当て
しましょう

社労士

❹

❺

❻ライセンス割り当て
ライセンスの割り当ての画面が表示
されます。

❻

※2023/1/20ページ更新
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STEP3 ライセンス割り当て画面

社労士側・企業利用ライセンス設定

❶購入済みライセンスの確認

購入済みのライセンスを各機能ごとに確認できます。

❷事業所の検索

事業所リストを検索をクリックすると、事業所の検索画面が開かれます。
ライセンスの割り当てを行いたい事業所を絞り込むことができます。

社労士

※2023/1/20ページ更新
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STEP3 ライセンス割り当て画面

社労士側・企業利用ライセンス設定

■付与リストでは、各事業所ごとに割り振っているライセンス数
の詳細をご確認いただけます。

・保有LC数：割り振っているライセンス数。
・使用中：使用中のライセンス数。(在職者数)
・残LC数：新しく割り当てることができるライセンス数。

■トライアル時におけるライセンス数の扱いについて

トライアル版では10ライセンスが付与されています。
本契約時にトライアルでの10ライセンスは無効化になり、割り当て
時の付与したライセンス数が適用されます。

※トライアルの場合、年末調整、電子申請はご利用になれません。

※ライセンスを割り当てた際に、本契約として取り扱います。

社労士

※2023/1/20ページ更新
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STEP3 ライセンス割り当て画面

社労士側・企業利用ライセンス設定

❸ライセンスの割り当て

➀ライセンスを付与したい機能にチェックをつけます。

①

➁付与するライセンス数を入力します。
※戻しにチェックはつけないでください。

➁

➂更新を押すことで確認が出てきます。OKを押すことで更新されます。
変更内容は購入済みライセンスと付与リストに反映されます。

③

購入済ライセンス 付与リスト

社労士

※こちらはトライアルから本契約に移行した時のライセンス付与の動きに
なります。トライアルの10ライセンス分が無効になり付与したライセンス
が加算されております。

③

※2023/1/20ページ更新
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STEP3 ライセンス割り当て画面

社労士側・企業利用ライセンス設定

❹ライセンスの戻し

➀ライセンスを戻したい機能にチェックをつけます。

※戻せるライセンス数は残LC数までとなります。

➁戻すライセンス数を入力します。
※戻しにチェックをつけてください

➁

➂更新を押すことで確認が出てきます。OKを押すことで更新されます。
変更内容は購入済みライセンスと付与リストに反映されます。

購入済ライセンス 付与リスト

①

③

社労士

③

※2023/1/20ページ更新
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STEP1

❶社労士権限でログイン(ライセンスが
付与されている社労士アカウント)し、
共通設定→個人設定→社労士アカウント
の複製をクリックします。

※社労士アカウントの複製はライセンス
を保持している契約社労士アカウントで
のみ行う事ができます。

社労士アカウントの複製：契約社労士アカウントの作業

社労士アカウントの複製

❷新規登録をクリックします。

❸社労士アカウントを複製する職員の情
報を入力します。
(１)職員氏名
(２)メールアドレス
(DirectHRのログインアカウントにな
ります。必ず受信可能なメールアドレス
を登録してください)
(３)顧問先一覧
→顧問先一覧の中から担当する顧問先
を選択してください。

全ての入力が終わりましたら[登録する]
ボタンをクリックしてください。

(１)

(２)

(３)

社労士
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STEP2

❶DirectHRへ招待するアカウントを選択し、[チェックしたアカウントに招待
メールを送る]ボタンをクリックします。

複製した社労士アカウントの招待：契約社労士アカウントの作業

社労士アカウントの複製

❷[送信]ボタンを押すと対象アカウントへメールが送信されます。

※招待メールの期限は1週間となります。

社労士
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STEP3 複製した社労士アカウントの編集：契約社労士アカウントの作業

社労士アカウントの複製

❶複製した社労士アカウントを編集する
場合は一覧からアカウントの名前をク
リックしてください。

❷複製した社労士アカウントの編集画面
です。職員氏名は必須となります。担当
企業にチェックをつけた後、更新ボタン
を押してください。
※メールアドレスの編集はできません。
※メールアドレスの編集が必要な場合は
一度削除を行った後、再登録を行ってく
ださい。

STEP4

❶DirectHRから複製した社労士アカウントを抹消する場合、一覧から対象者を
選択した後、[チェックしたアカウントを削除する]ボタンを押してください。

複製した社労士アカウントの削除：契約社労士アカウントの作業

社労士
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STEP5

❶受信したメールアドレスのリンクをク
リックします。

社労士アカウント招待の受入：招待された社労士アカウントの作業

社労士アカウントの複製

❷パスワードを入力(任意のパスワード)
し、利用規約に同意するのチェックボッ
クスにチェックをつけた後、[登録]ボタ
ンを押してください。

❸DirectHRへのアカウントの初期設定
が完了しました。ログインページから、
メールアドレスおよび設定したパスワー
ドでログインしてください。

❹担当として設定された顧問先にログイ
ンする事ができます。
利用できるメニューは契約社労士アカウ
ントと同じとなります。
※顧問先へのライセンス付与及び社労士
アカウント複製については契約社労士ア
カウントでのみ実施可能となります。

社労士


